
このようなことはありませんか？ 

保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高等学校の先生方へ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

教育支援のご案内 
富山県立富山総合支援学校 

支援を必要とする幼児児童生徒の学習面・行動面の悩みについて一緒に考え、先生方へ

支援します。お気軽にご相談ください。 

●読み書きが苦手。 

●算数の文章問題が苦手。 

●指示の聞きもらしが多い。 

●予定の変更などに対応できない。 

●学習の準備や片付けができない。 

●授業中におしゃべりしたり、席を離れたりする。 

●友達とのトラブルが多い。 

●手先が不器用。 

●からだの動きがぎこちない。 

●手や足にまひがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導・支援について 

・気になる幼児児童生徒（肢体不自由、発達障害など）への指導・支援について一緒に考えます。 

支援体制の整備 

・個別の教育支援計画、個別の指導計画作成や校内支援体制作りへの協力・助言など、先生方 

への支援を行います。 

情報の提供 

・相談に関する内容の助言、教材教具・発達検査器具・文献の貸出しなどの情報提供を行います。 

・保健・医療・福祉・労働等の関係機関の紹介をします。 

相談の内容 

 

【訪問相談】 当校の特別支援教育コーディネーターが依頼校を訪問し、相談に応じます。 
【来校相談】 先生方に来校していただき、相談に応じます。 
【電話相談】 お電話での相談に応じます。 

相談方法 



 

             ・管理職の先生から当校教育相談担当教頭へお電話で相談内容の概要を 

お聞かせください。 

 

・当校より連絡し、担当の先生と相談日時を調整します。 

・相談内容の詳細をお聞かせください。 

・依頼状を FAXまたは郵送にてお送りください。 

 

 

 

                        

 

・経過観察や具体的な助言等を行います。 

         ・アンケート記入をお願いします。 

        

                        

・相談後の経過をお聞かせください。（1、２か月後に当校より 

連絡します。） 

 

  

 

 

 

  

  

・対象児等の様子を見させてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～相談の手続きについては、このような内容をお話しください。～ 

① 申込み  

○依頼校の先生のお名前、役割 

○学級（特別支援級：知的、自・情 肢体 その他）、通級による指導、通常の学級 

○学年・性別 

○主訴（どのような支援や指導内容等を提供してほしいのかお話しください。） 

○相談方法（訪問・来校・電話）など 

   

② 日程等の打合せ  

○対象児等の実態 

    ○これまで行った支援の内容と現状 

    ○校内委員会の開催状況（開催の有無、話合いで確認したことなど） 

    ○当日の出席者など 

※依頼状は、本校ホームページからダウンロードすることができます。 

当校担当者と詳細を調整した後、送付してください。 

 

 

 

 

 

富山総合支援学校 〒９３０—０８７３ 富山市金屋４９８２ 

ＴＥＬ （０７６）４４１－８２６１  ／  ＦＡＸ （０７６）４４１－８２６７      

連絡先：教育支援部担当教頭・特別支援教育コーディネーター 

相談の手続き 

① 申込み 

② 日程等の打合せ 

③ 訪問１回目 

④ 訪問２回目 

⑤ 経過の共有 


